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     ４５６号              商工会だより  平成２７年７月１日 新 得 町 商 工 会 

 

法人の役員に対する報酬や青色事業専従者、従業員の毎月の給与に対する源泉徴収（所得税及び復

興特別所得税）税の納付、報告の手続きについて不明な点や疑問点について、相談日を設けますので、

次によりご利用ください。 

納付期限は７月１0 日（金）です。 

相談日⇒７月６日（月）・７日（火）・8 日（水）・９日（木）の４日間 

  納期の特例を受けている方（源泉徴収義務者）で、納める税金「源泉徴収（所得税及び復興特別所

得税）税」額がなくても１月～６月までの給与支払報告を所轄の税務署へしなければなりませんので、

ご注意ください。 

 

税 務 署 か ら の お 知 ら せ 

所得税の予定納税第１期分の納期は、７月１日（水）から７月３１日（金）までです。 

 （注）土・日・祝日は、金融機関及び税務署の窓口での納付はできません。 

  予定納税が必要な方には、６月中旬に所轄税務署から「予定納税額の通知書」が送付されています。

これに記載された第１期分の金額が納税する額です。納期限までに、最寄りの金融機関又は所轄の税

務署で納付してください。 

振替納税を利用している方は、納期限「７月３１日(金)」に指定の金融機関の口座から自動的 

に引落されます。納期限前日「７月３０日（木）」までに、預貯金残高の確認をしてください。 

詳しくは、最寄りの税務相談室・税務署へ 

 

～帯広公共職業安定所から～ 

新規高卒者の 

早期求人申し込みをお願いします。 

・・・高卒者の採用にご理解とご協力を・・・ 
 

十勝管内の平成２８年３月卒業予定の高校生２，９３９人のうち８０４人が学校・安定

所による紹介就職を希望しており、そのうち８割を超える生徒が地元就職を希望しており

ます。求人受付は６月２２日から開始となっておりますので早期の求人提出についてご検

討をお願いいたします。 

  なお、選考・採用内定の開始は９月１６日からとなっております。 

高卒用求人票の送付依頼・お問い合わせは 

ハローワーク帯広 職業相談第２部門 

TEL ０１５５－２３－８２９６ 

音声案内が入りましたら“４２＃（シャープ）”を押してください。 

 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金「地域消費喚起・生活応援型」 

＆地域ふれあいプレミアム商品券発行促進事業費補助金 

平成 27 年度プレミアム付特別商品券発行事業実施要領  

商品券販売額（額面）１５０，０００，０００円 

商品券発行額（額面）１７２，５００，０００円 

取り扱い店  新得町商工会の会員全店、ＪＡ新得町  

経費負担  プレミアム発行額（プレミアム率１５％）は国の交付金と北海道の補助、発行経費は町の補

助を受ける。 

取扱要領   

（１）販売方法  １セット（単券１，０００円×２３枚）２３，０００円を２０，０００円で販売。 

         町民１人２セットまでとする。 

（２）販売期間  平成２７年７月１５日（水）から８月１３日（木）まで（売り切れ次第終了） 

         販売期間中の７月１７日（金）/２２日（水）/２３日（木）/２８日（火）/８月５日

（水）の５日間（新得での販売はしません。）は、役場屈足支所での販売となります。 

（３）販売場所  新得町商工会館（平日の午前９時から午後４時まで。１５日のみ、午後７時まで。） 

         役場屈足支所（７月１７日（金）/ ２２日（水）/ ２３日（木）/２８日（火）/８月

５日（水）の各日の午前９時から午後４時まで。１７日のみ、午後７時まで。） 

（４）購入方法  販売場所に備え付けの購入票に現金を添え、購入者本人であることを確認できるもの

（自動車運転免許証・健康保険証・住民基本台帳カード・パスポート・その他本人を

確認できるもの）を提示して購入する。 

（５）使用期間  平成２７年７月１５日（水）から平成２７年１２月１５日（火）までとする。 

（６）換金方法  取扱店は、指定の請求書に回収した商品券を添えて、帯広信用金庫新得支店にて換金

する。 

（７）換金期間  平成２７年７月１５日（水）から平成２７年１２月３０日（水）までとする。 

         （期間を過ぎてからの換金はできない。） 

（８）そ の 他  ・利用にあたって、つり銭は出ない。 

・現金に交換はできない。 

・金券（商品券、図書カード、ビール券、米券など）の購入はできない。 

・町税等の納付はできない。 

・事業用（商店等の取り引きなど）の利用はできない。 

（９）アンケート   地域経済に対しどの程度の影響・効果があったかを把握・報告することを目的に、利用

実態に関する「アンケート調査票」を商品券販売時に配布します。 

          商品券取り扱い店は、「アンケート調査票」の回収にご協力お願いします。 

 

労働保険の年度更新手続きについて 

平成２６年度確定保険料、平成２７年度概算保険料の申告・納付 

及び石綿健康被害救済法一般拠出金の申告・納付の手続きは  

７月１０日（金）までです。 


